
 桑名市アイリスパークみぞの条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月21日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇   

桑名市条例第19号 

桑名市アイリスパークみぞの条例の一部を改正する条例 

桑名市アイリスパークみぞの条例（平成16年桑名市条例第132号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「位置」の次に「及び施設」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 公園に次の施設を置く。 

(1) 農産物等販売施設 

(2) 公衆用トイレ 

(3) 東屋 

(4) 倉庫 

(5) 駐車場 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


